
 

 

○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。 

改  正  後 改  正  前 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ ［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［⑴～⑽ 略］ ［⑴～⑽ 同左］ 

⑾ 株式の引受け 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号。以下「金商業等府令」という。）第153条第１項第４号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社を親法人等（法第31条の４第３項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。）又は子法人等（法第31条の４第４項に規定する子法人等をいう。以下この様式にお

いて同じ。）とする金融商品取引業者を主幹事会社（金商業等府令第147条第３号に規定する主幹事

会社をいう。以下この様式において同じ。）とした場合には、その旨及び次に掲げる事項を注記する

こと。 

⒜ 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容 

⒝ 当該株券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価格の決定に適切

に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会

社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の

具体的な内容 

⒞ ⒝の金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断に重要な影

響を及ぼす可能性のあるもの 

⑾ ［同左］ 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号。以下「金商業等府令」という。）第153条第１項第４号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社を親法人等（法第31条の４第３項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。）又は子法人等（法第31条の４第４項に規定する子法人等をいう。以下この様式にお

いて同じ。）とする金融商品取引業者を主幹事会社（金商業等府令第147条第３号に規定する主幹事

会社をいう。以下この様式において同じ。）とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関

係の具体的な内容、当該株券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価

格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に

当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の

決定方法の具体的な内容を注記すること。 
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⑿ 新規発行新株予約権証券 

［ａ～ｐ 略］ 

ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３

号に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下ｑにおいて同

じ。）の引受けの場合は、次の⒜から⒡までに定めるところにより記載すること。 

［⒜～⒟ 略］ 

⒠ この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府令第 153 条

第１項第４号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金

融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨及び次に掲げる事項を注記すること。 

ⅰ 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容 

ⅱ 当該新株予約権証券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価格

の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定

に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行

価格の決定方法の具体的な内容 

ⅲ ⅱの金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断に重要な

影響を及ぼす可能性のあるもの 

⒡ ［略］ 

⑿ ［同左］ 

［ａ～ｐ 同左］ 

ｑ ［同左］ 

 

 

［⒜～⒟ 同左］ 

⒠ この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府令第 153 条

第１項第４号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金

融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な

内容、当該新株予約権証券の引受けに係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融

商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受

けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を

注記すること。 

 

 

 

⒡ ［同左］ 

［⒀・⒁ 略］ ［⒀・⒁ 同左］ 

⒂ 社債の引受け及び社債管理の委託 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第 153 条第１項第４号ニに掲

げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹

事会社とした場合には、その旨及び次に掲げる事項を注記すること。 

⒜ 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容 

⒝ 当該社債券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価格の決定に適

切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出

会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法

の具体的な内容 

⒞ ⒝の金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断に重要な影

響を及ぼす可能性のあるもの 

⒂ ［同左］ 

［ａ～ｇ 同左］ 

ｈ この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第 153 条第１項第４号ニに掲

げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹

事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該社債券の引受

けに係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の商号又は名称、当該

金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとっ

た具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。 

［⒃～(89) 略］ ［⒃～(89) 同左］ 

  

第二号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

第二号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                
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【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ ［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 

なお、第９条第９号に掲げる場合には、本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを

承認する前における当該株券の募集又は売出しの相手方を有価証券届出書（以下この様式において「届出

書」という。）の表紙に付記すること。 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［⑴～⑸ 略］ ［⑴～⑸ 同左］ 

⑹ 株式の引受け 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号。以下「金商業等府令」という。）第153条第１項第４号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社を親法人等（法第31条の４第３項に規定する親法人等をいう。）又は子法人

等（法第31条の４第４項に規定する子法人等をいう。）とする金融商品取引業者を主幹事会社（金商

業等府令第147条第３号に規定する主幹事会社をいう。⒜において同じ。）とした場合には、その旨

及び次に掲げる事項を注記すること。 

⒜ 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容 

⒝ 当該株券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価格の決定に適切

に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会

社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の

具体的な内容 

⒞ ⒝の金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断に重要な影

響を及ぼす可能性のあるもの 

⑹ ［同左］ 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号）第153条第１項第４号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人

等（法第31条の４第３項に規定する親法人等をいう。）又は子法人等（法第31条の４第４項に規定

する子法人等をいう。）とする金融商品取引業者を主幹事会社（同令第 147 条第３号に規定する主幹

事会社をいう。以下ｄにおいて同じ。）とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の

具体的な内容、当該株券の引受けに係る同令第 153 条第１項第４号ニに規定する発行価格の決定に適

切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会

社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具

体的な内容を注記すること。 

［⑺～(26) 略］ ［⑺～(26) 同左］ 

  

第二号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

第二号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                
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【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

［第一部～第七部 略］ ［第一部～第七部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［⑴～⑽ 略］ ［⑴～⑽ 同左］ 

⑾ 株式の引受け 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号。以下「金商業等府令」という。）第153条第１項第４号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社を親法人等（法第31条の４第３項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。）又は子法人等（法第31条の４第４項に規定する子法人等をいう。以下この様式にお

いて同じ。）とする金融商品取引業者を主幹事会社（金商業等府令第147条第３号に規定する主幹事

会社をいう。以下この様式において同じ。）とした場合には、その旨及び次に掲げる事項を注記する

こと。 

⒜ 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容 

⒝ 当該株券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価格の決定に適切

に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会

社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の

具体的な内容 

⒞ ⒝の金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断に重要な影

響を及ぼす可能性のあるもの 

⑾ ［同左］ 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号。以下「金商業等府令」という。）第153条第１項第４号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社を親法人等（法第31条の４第３項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。）又は子法人等（法第31条の４第４項に規定する子法人等をいう。以下この様式にお

いて同じ。）とする金融商品取引業者を主幹事会社（金商業等府令第 147 条第３号に規定する主幹事

会社をいう。以下この様式において同じ。）とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関

係の具体的な内容、当該株券の引受けに係る金商業等府令第 153 条第１項第４号ニに規定する発行価

格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に

当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の

決定方法の具体的な内容を注記すること。 

⑿ 新規発行新株予約権証券 

［ａ～ｐ 略］ 

ｑ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。ただし、法第２条第６項第３

号に掲げる方法による新株予約権証券（同号に規定する新株予約権証券をいう。以下ｑにおいて同

じ。）の引受けの場合は、次の⒜から⒡までに定めるところにより記載すること。 

［⒜～⒟ 略］ 

⒠ この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府令第 153 条

第１項第４号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金

融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨及び次に掲げる事項を注記すること。 

ⅰ 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容 

ⅱ 当該新株予約権証券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価格

の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定

に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行

価格の決定方法の具体的な内容 

⑿ ［同左］ 

［ａ～ｐ 同左］ 

ｑ ［同左］ 

 

 

［⒜～⒟ 同左］ 

⒠ この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府令第 153 条

第１項第４号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金

融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な

内容、当該新株予約権証券の引受けに係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融

商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受

けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を

注記すること。 
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ⅲ ⅱの金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断に重要な

影響を及ぼす可能性のあるもの 

⒡ ［略］ 

 

 

⒡ ［同左］ 

［⒀・⒁ 略］ ［⒀・⒁ 同左］ 

⒂ 社債の引受け及び社債管理の委託 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第153条第１項第４号ニに掲

げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹

事会社とした場合には、その旨及び次に掲げる事項を注記すること。 

⒜ 提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容 

⒝ 当該社債券の引受けに係る金商業等府令第153条第１項第４号ニに規定する発行価格の決定に適

切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出

会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法

の具体的な内容 

⒞ ⒝の金融商品取引業者の関与に関する事項その他の事項であって、投資者の投資判断に重要な影

響を及ぼす可能性のあるもの 

⒂ ［同左］ 

［ａ～ｇ 同左］ 

ｈ この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第 153 条第１項第４号ニに掲

げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹

事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該社債券の引受

けに係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の商号又は名称、当該

金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとっ

た具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。 

［⒃～(58) 略］ ［⒃～(58) 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

5 


